
報 第 １ ２ 号  

 

専 決 処 分 報 告 に つ い て  

（ 入 湯 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 ）     

 

 本 市 入 湯 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て 、 別 紙 の と お

り 専 決 処 分 し た の で 、 報 告 す る 。  

  令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ５ 月 ２ １ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     
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専 第 １ １ 号  

 

入 湯 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 入 湯 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の

と す る 。  

以 上 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 専 決 処 分 す る 。  

令 和 ７ 年 （ ２ ０ ２ ５ 年 ） ３ 月 ２ ８ 日  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 入 湯 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 入 湯 税 条 例 （ 昭 和 ３ ２ 年 条 例 第 ２ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 ７ 条 第 １ 号 中 「 同 条 第 １ ５ 項 」 を 「 同 条 第 １ ６ 項 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

入
湯

税
条

例
（

昭
和

３
２

年
７

月
１

日
条

例
第

２
５

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
入
湯
税
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
経
営
申
告
）
 

（
入
湯
税
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
経
営
申
告
）
 

第
７
条
 
鉱
泉
浴
場
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
営
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
告
し
た
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
鉱
泉
浴
場
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
経
営
開
始
の
日
の
前
日
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
告
し
た
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律

第
27
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
法
人
番
号
（
同
条
第
16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
 

(１
) 

住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
法
律

第
27
号
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
法
人
番
号
（
同
条
第
15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
 

 

(２
)・

(３
) 

（
略
）
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